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町税の納期

　町税（住民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税）は、納付書で納期限までに納付してください。

すでに口座振替による納付をご利用の場合は、納期限の日に引き落とします。

　やむを得ない理由によって期限内の納付が困難となったときは、納期限の日以前に必ず役場税務係までご

相談ください。事前の相談なく町税を滞納した場合には、勤務先や金融機関などへの財産調査、給与や預貯

金の差押えなど、法に基づいた厳しい滞納処分を行うことがあります。

○今後の納期限について　

　国民健康保険への加入、前年の所得額の変更、退職に伴う住民税の徴収方法変更など、年度の途中で町税

の課税内容が変更された場合には、随期分として課税されることがあります。

　「期（月）」欄に『随』と記載のある納付書が送付された場合には、記載されている納期限までに金融機

関窓口等で納付してください。

　なお、随期分の税は、口座振替の手続きをしている場合であっても引き落としはできません。送付した納

付書で納付していただく必要がありますので、ご留意願います。

○納付書による納付

　下記の金融機関窓口では手数料のご負担なく納付ができます。

　・北門信用金庫　　・ピンネ農業協同組合　　・浦臼町役場出納

　※ゆうちょ銀行では納付書による納付はできません。

　※令和５年４月より『北海道銀行』窓口による納付は手数料がかかります。

○税金の納め忘れはありませんか？

　町税は、福祉や教育、医療など様々な公共サービスを提供する上で非常に大切な財源となります。町税等

を滞納することは、期限内に納付している多くの町民の皆さんとの公平性を欠くとともに、町の財政を圧迫

し、住民サービスの提供に支障をきたすことにもなりかねません。

　今一度お手元をご確認いただき、納期限内の納付にご協力をお願いします。

お問い合わせ　住民課税務係　電話：６８－２１１２

第４期納期限 １２月２５日（月）まで
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新型コロナワクチン秋開始接種

　今後のオミクロン株（ＸＢＢ.１.５）に対応した１価ワクチンの接種は、下記のとおりです。
対象となる方で接種を希望される方は、保健センターまで予約をお願いします。
（令和５年９月２０日以降に接種された方は、すでにＸＢＢ.１.５に対応したワクチンを接種されているた
め、令和６年３月３１日までは接種できません。）
　なお、接種は強制ではありません。お送りしている説明書をご覧いただき、接種についてご検討ください。

・接種費用は　無料　です。
・上記すべての予約は、保健センターで受付しています。
　予約の締切は、接種日の３日前です。
・初回接種を希望される方は、接種日程の調整が必要なため、予約時にご相談ください。
・接種当日の持ち物など詳細については、郵送されている
　案内文や町ホームページをご覧ください。

予約受付先　　福祉課保健指導係（保健センター）
　　　　　　　電話：６９－２１００

商品券・飲食券は期限までにご利用を
１．プレミアム付き商品券（令和５年７月発売）
　　使用期限　令和６年１月１２日（金）まで
２．うらうす町民応援商品券・飲食券（令和５年８月配布）
　　使用期限　令和６年１月３１日（水）まで

お問い合わせ　浦臼町商工会　電話：６７－３３３１

対象となる方 令和５年１２月以降の接種日 接種場所

１２歳
以上

　初回（１・２回目）接種を完了し、前
回の接種から３か月が経過された方

浦臼町立
診療所

５歳
～
１１歳

〔初回接種〕
　一度も接種をしていない方（２回接種）
〔追加接種〕
　前回の接種から３か月以上経過した方

砂川市立
病院

受付時間　１６：１５

生後
６か月
～
４歳

〔初回接種〕
　一度も接種をしていない方（３回接種）
〔追加接種〕
　３回目までの接種が完了してから３か
月以上経過した方

砂川市立
病院

受付時間　１６：００

１月２６日（金） １月３１日（水）

受付
時間

①１６：００ ①１４：３０
②１６：３０ ②１５：００

１２月 １月 ２月 ３月

２２日 １２日 ２日
１日
２２日

すべて金曜日

１２月 １月 ２月 ３月

２２日 １２日 ２日
１日
２２日

すべて金曜日

（浦臼町ホームページ）
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